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ー
敬
称
略
ー

相良 昇
犬伏下町

兵藤 勇
免鳥町

志賀 喜一
赤見町

尾花 收
出流原町

京谷 博次
堀米町

島田 正実
高山町

新井 藤市
伊保内町

小林 秀秋
大古屋町

松本 信行
上羽田町

田中 茂
多田町

飯島 誠治
吉水町

岩上 良雄
田沼町

小堀 幸雄
栃本町

樋下田 政義
飛駒町 

亀田 文昭
戸室町

丸山 勤
閑馬町

桂 正次
葛生西三丁目

新井 勉
中町

立川 勝美
牧町

高橋 功
仙波町

藤倉 義雄
赤見町

杉山 忠
富士町
第２選挙区

森下 憲一
長谷場町
第４選挙区

○
会
長
職
務
代
理
者

【
第
１
選
挙
区
】（
４
人
）

【
第
２
選
挙
区
】（
５
人
）

【
第
３
選
挙
区
】（
４
人
）

【
議
会
推
薦
の
選
任
委
員
】

（
４
人
）

【
第
５
選
挙
区
】（
３
人
）

福田 フミヱ
御神楽町

大関 千代子
上羽田町

木村 弘一
高橋町

寺嶋 勝豊
下羽田町

【
農
業
団
体
推
薦
の

選
任
委
員
】（
３
人
）

農
業
委
員
が
決
ま
り
ま
し
た　

〜
会
長
に
杉
山
忠
さ
ん
〜

　

今
回
の
改
選
に
よ
り
、27
人
の
新
し
い
農
業
委
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。
任
期
は
、

３
年
で
す
。

　

７
月
22
日
に
は
、
就
任
後
初
め
て
の
総
会
が
開
か
れ
、
会
長
に
杉
山
忠
さ
ん
、

会
長
職
務
代
理
者
に
森
下
憲
一
さ
ん
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

■
問
合
せ
＝
農
業
委
員
会
☎

（６１）
１
１
５
１

○
農
業
委
員
会
会
長

【
第
４
選
挙
区
】（
４
人
）

農業委員会は…

公選で選出された委員２０

人、農業団体推薦の委員３

人、議会推薦の委員４人、

合計２７人の委員で構成さ

れています。
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佐野市制１０周年記念　第１０回さのマラソン大会参加者募集！！

▲

期日＝１２月１４日（日）雨天決行（開会式：午前９時、スタート：１０時から）

▲

会場＝運動公園陸上競技場　

▲

種目＝４２．１９５km（フルマラソン）／５ｋｍ／２ｋｍ

▲

費用＝一般・高校生２，５００円（フルマラソンは４，５００円）、中学生１，０００円、

　　　　親子ジョギング１，０００円、小学生５００円

▲

定員＝フルマラソン２，０００人、５㎞（中学生以外）７００人、２㎞・親子ジョギングなし　※先着順

▲

申込＝インターネットサイト「ラン・ネット」（http : / / r unne t . j p /）よりお申し込みください

　※出来る限りインターネットからお申し込みください

　●インターネット：９月１９日（金）～１０月２０日（月）　

　●郵便振替　　　：９月１９日（金）～９月２６日（金）消印有効

　郵便振替をご希望の方は、さのマラソンエントリーセンター（☎０３－３７１４－７９２４）へ、

　「振替用紙」をご請求ください。

■

問合せ＝スポーツ立市推進課☎（２６）００６５

「登録型本人通知制度」　～守ろう！あなたの個人情報～
　登録型本人通知制度は、事前に登録することにより、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付し

た場合に、その交付の事実を登録した本人に通知する制度です。本人通知により、不正請求の早期発見

が可能になることから、不正請求を抑止する効果も期待されます。有効期間は３年間です。

▲

通知の対象となる証明および登録できる方＝

証明書の種別 登録できる方

住民票の写し（除票含む）
住民票記載事項証明書

佐野市の住民基本台帳に記載されている方
（消除された住民票に記載されている方を含む）

戸籍謄本・抄本（除籍、改製原含む）
戸籍記載事項証明書
戸籍の附票の写し（除籍、改製原含む）

佐野市の戸籍に記載されている方
（除かれた戸籍に記載されている方を含む）

▲

登録に必要なもの＝窓口に来る方の本人確認書類（運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど）

　次の方が申請する場合は、上記本人確認書類のほかに、下記のものをご持参ください。

法定代理人（親権者） 法定代理人（後見人） 任意代理人

戸籍謄本（非本籍人） 登記事項証明書 委任状と委任者の本人確認書類（コピー可）

　※疾病や他の市町村にお住まいの場合は郵送による登録申請もできます。申請書と一緒に本人確認書

　　類のコピーを送付してください

▲

通知される内容＝「交付年月日」、「証明書の種別」、「交付通数」、「第三者の種別」の４項目

▲

登録窓口＝佐野・田沼・葛生の各総合窓口課、赤見・野上・新合・飛駒の各支所

▲

個人情報の開示＝通知に記載された内容以外の事項は、佐野市個人情報保護条例の規定に基づき、本人

　より開示請求を行うことができます（開示請求が認められない場合や一部非開示となる場合があります）

９月１日からの改正点【佐野市在住のＤＶ支援申出者に対する佐野警察署との連携】

　ＤＶ支援申出者は、本人通知制度の登録申請の際に、希望により別途「同意書」をいただくことで、

本人あて通知の写しを佐野警察署にも送付します。

　これにより、佐野警察署による被害者保護のための早期の対応が可能となります。

■

問合せ＝佐野総合窓口課☎（２０）３０１６

今大会よりナンバーカード、

ランナーズチップなどを事前に送付します


